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公開
頭撮り可

照会先
健康局結核感染症課
(担当・内線)杉原 (2373)
(代表電話) 03 (5253) 1111

第48回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会予防接種基本方針部会・第66回
厚生科学審議会感染症部会（合同開催）の

開催について
標記について、下記のとおり開催します。
傍聴を希望される方は、下記の案内をご覧ください。

記

令和４年９月５日（月） 13:00～15:00
 

※会議形式はWeb会議です
中央合同庁舎５号館 専用第21会議室（17階）
（東京都千代田区霞が関１－２－２）

第1部：感染症部会（単独開催）
現行の感染症法等の見直し等について(案)

日時

場所

議題
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第2部：合同開催
季節性インフルエンザワクチンについて
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止、会場設営の都合上、報道関係者の方のみの傍聴とさせていただきます。
傍聴を希望される方は、巡視職員に開催案内と身分証明書を提示し、正面玄関１階で待機している職員に名刺
をお渡しください。
12時45分頃から一時通行証をお渡しします。一時通行証は部会終了後、１階正面玄関の職員までご返却お願
いいたします。
 （傍聴可能人数は30名になります。人数に達した時点で締め切らせていただきます。）

なお、Ｗｅｂ会議の様子をYou Tube（厚生労働省専用チャンネルMHLWchannel）においてライブ配信にて
公開いたします。
 資料及びライブ配信ＵＲＬにつきましては、開催までに同部会資料掲載ページにて掲載する予定です。
※開催日時以降の視聴はできません。

厚生労働省では、審議会等のペーパーレス化の取組を推進しています。
審議会資料につきましては、会議開催までに当省ホームページに掲載しますので、傍聴に当たっては、
◇お持ちのタブレット、携帯端末等に保存の上、当日持参いただくか
◇当日事前に掲載した当省ホームページ資料を閲覧していただくか
の対応をお願いすることになります。ペーパーレス化への御協力をお願い申し上げます。
なお、会場内には御利用いただける無線LAN のアクセスポイントはございませんので、会場から当省ホーム
ページ掲載の資料を閲覧される場合には、御自身で通信環境を御用意していただくようお願いします。

●資料については当日までに以下のリンク先に掲載予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html

会議の傍聴に当たり、次の留意事項を厳守してください。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の事項についてご協力願います。
・発熱等、風邪の症状が見られる場合や体調に不安がある場合は、傍聴を御遠慮ください。
・当日は手洗い、マスクの着用、咳エチケット等の一般感染対策の徹底へのご協力をお願いします。
 １）代理人の傍聴は認められません。
 ２）会場でお示しする事務局の指定した場所以外には立ち入ることはできません。
 ３）会場における議論に対する発言や賛否の表明、拍手をすることはできません。
また、議事進行の妨げとならないよう静かにしてください。
 ４）写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません（あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭

傍聴について

ペーパーレスについて

留意事項

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27665.html
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撮りに限って写真撮影などをすることができます）。
 ５）携帯電話など音の出る機器については、あらかじめ電源を切るかマナーモードに設定してください。
 ６）傍聴中は、食事や喫煙はできません。
 ７）危険物を持っている方、酒気を帯びている方、その他当会議の開催及び議事進行に当たり秩序維持の妨
げとなる方の傍聴はお断りします。
 ８）その他、座長と事務局職員の指示に従ってください。
以上の事項に違反した場合は、退場していただきます。
なお、今回座長及び事務局職員の指示に従わなかった方や会議中に退場となった方については、次回以降の傍
聴は認められません。
また、当日会場の出入りについては、事務局職員の誘導に従ってください。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adob
e Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてくだ
さい。

https://get.adobe.com/jp/reader/

